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連産品の原価計算における諸問題

敷田龍二

Lぜご紹介いただきましたように私，立教大学における最後の講義を，今日やらせてもらい

ます。

ところで前回は， 「連産品」とし寸特殊な製品についての原価計算の話をしたわけですが，

その前半部分で、終っております。したがって，いまみまわしたところ，前半の話をきいた諸君

とはかなり違った顔触れ，さらにはより数多くの顔触れがあるようなので，今日は，前回しゃ

べりました「連産品の原価計算」についての前半部分を，ごくごく簡単に振り返ってみます。

そして，そのうえで「連産品の原価計算」の後半部分に移りたいとおもいます。

まず連産品とはなにか，ということですが，それは，唯一の原材料が，連続する工程を次々

と通過いたします。そして，複数の製品，完成品を生産するわけですが，複数の製品は全部，

質を異にするものであります。材料は唯ーであるが，各完成品はそれぞれ違った性質のものが

できてくる，それが複数であります。こういうのを連産品とよんでおります。

なお，もう一つ大事なことは，この複数の連産品のうち，どれが主たる製品であり，どれが

副製品ないし副産物であるか，その区分をつけがたL、，そういうものを連産品とよんでおりま

す。ところで，第1図をみていただくと実感がでるとおもいます。

まず，同一原材料（原油〉から生産されるわけですが，これが生産工程を連続して通過して，

そして二種以上の異質の完成品がつくられる，これが連産品です。そして特に，最後にこれら

複数の完成品は，いずれが主製品であり副製品であるか，その区別をつけがたいもの，これが

連産品の概念の骨子であります。

前回は，こうした説明のうえで，一つの例として，第1図および第2図をとりあげて話をし

たわけであります。

第 1図は，三菱石油の水島製油所の生産工程と連産品であります。

この図の一番上をみていたどくと，原油とあります。これは真っ呆なコールタールのような

どろどろの輸入原油であります。これを，ここでいう唯一の原材料として，さらに，そこにみ

るような錯綜・連続・結合した工程を通過してまいります。そして，一番下にたくさんの，右

かい、いますと，アスフアルト，それから潤滑油，重油，軽油，灯油，揮発油，ジェット機燃

料油，ナフサその他の完成品が示されておりますが，これらはすべて連産品であります。そし

て，これらのうち，どれが主製品であり，どれが副産物であるかの区別をつけがたいものであ

ります。主副の区分が判然として主副ともに種類が橿少であれば原価計算は簡単なのですが。
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第 1図三菱石油・水島製油所の工程図
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出所：三菱右治・有価証券報告書（1990年3月決算〉

なお，この第 1図の一番下のまん中め連産品のひとつとして，ナフサ（粗製ガソリン〉，あら

っぽいガソリンをナブサとよんでおりますが，これは，第2図の左端の「唯一の原材料」とさ

れます。すなわち，三菱油化とLづ石油化学会社をひとつの例にして示したものですが，この

ナフサl土，一般に石油化学会社に「唯一の原材料」として売却されます。そして，そのうえで
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第2図三菱油化・四日市事業所の生産工程と連産品
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連続した工程を通って，右側一番上にトップガス，エチレン，ユカロンなど，多数の完成品が

示されていますが，これらもすべて連産品であります。そして，やはり，石油精製の場合と同

様にいずれが主製品であり，どれが副産物であるかの区別を付けがたい連産品であります。

石油のごときは典型的であり，さらに前回あげた例で言えば，製糖会社，お砂糖を作る会社
さんぼん

では輸入原糖，これを唯一の原材料として，双目（ザラメ〉とか，上白とか，三盆糖とか，各

種の異質の砂糖を生産しております。これらも連産品であるという話をいたしました。その他

にもいくつかの連産品の例を示しましたが，ここでは，それは繰り返しません。

そこで次に，それでは以上のような連産品のコストを計算するには，どう L、う方法があるの

かということであります。総原価は結合原価ともよばれます。すなわち，連産品に配分する以

前にジョイントしたコストであるから結合原価ともよんでおりますが，この総原価，つまり原

油の輸入価格プラス生産工程における若干の経費（工程費〉，これらの総計がここでしづ総原価，

ないしは結合原価であります。

これを各連産品について直接的に認識することは，工程があまりにも錯掠・連続・結合・複

合しているために，実は不可能なんであります。総原価のうちガソリンにL、くら，あるL、はジ
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ェット機燃料油にいくらとL、うふうに直接認識することは，間接費計算を除く通常の製品の原

価計算とはちがって不可能であります。そこで，なんらかの配分基準，この配分基準のことを，

等価係数とよんでおりますが，一種のウェイトであります。等価係数を利用して各連産品lこ配

分する以外に方法がないわけであります。なお，こいづ等価係数を利用した配分計算には一

芳の璽要な問瞳が存在します。

それはどうしづ問題かむ、いますと，重い係数あるいは逆に軽い係数を掛けた場合にはそれ

ぞれ高い原価，あるL、は低L、原価になるわけですが，いずれにせよ，この係数の重軽と結果と

しての原価の高低とのあいだには理論的な因果関係がないということであります。換言すれば，

重い係数を与えた連産品は高い原価であるということを理論的に説明することはできないわけ

であります。

このことは，わが国について言うならば100年以上の原価計算の歴史があるわけですが，こ

の長い長い歴史的な事実においてもそうであります。理論的な困果関係が存在しないわけであ

ります。また，洋の東西を間わず，原価計算論と実務の歴史的事実においてもそのようであり

ます。つまり内外の論者も実務家もお手あげなのです。すなわち等価係数というのは，理論的

因果関係を規定できないということから，きわめて便宜的ないしは非理論的な存在物でありま

す。等価係数については，理論的な因果関係を認めがたいということから， りくつのとおらな

L、便宜的存在であるといわざるをえないわけであります。

そこで次に，わが国の大蔵省が規定しております「原価計算基準」で、は，この等価係数ない

しは連産品原価計算について，どのように言っているかということを簡単に紹介いたします。

それは，正常市価を基準として定めた等価係数にもとづいて，一定期間の結合原価を連産品に

按分するというふうに規定しております。

ここに言う正常市価とL、うのは，常識的には公正な需要と供給の力関係，別の表現をすれば，

自由競争であります。正常な需給関係ないし白由競争の結果発生する価格というふうにわれわ

れは常識的にはまず受け取るわけであります。ところが，現実はそうではなくて，きわめて不

正常ないしは人為的な価格として一般的に存在しております。すべての商品の価格がそうだと

いうわけではありませんけれども，われわれが必要とする主要な商品の価格は，独占価格ない

しはカルテル価洛として決定されております。

そう Lづ意味で，自由競争価格ではなくて，不正常な人為的な独占価格，カルテル価格であ

ります。すなわち，さきほど，等価係款というのは，非理論的存在ないしは便宜的存在だとい

ったわけですが，等価係数がこの不正常な独占価格として存在するとLけ意味でもきわめて便

宜的かつ怒意的な存在だと言わざるをえないわけであります。

そこで次に話を移しますが，まったくの単純な仮定の数字を使って，この計算方法を具体的

に説明したいとおもいます。そのために別表をみていただきます。この表の左側には製品種類

とありますが，これは，連産品の種類ということで，灯油，重油，ナブサ，三つがあがってお
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別表石油製品の等価計算（単純モデル〉

製品種類 市価当〈リッ
ターり〕 等価係数 ｜｜（生1）産ッ数タ量ー〕｜｜〈等計価算比単位率〉｜｜ 製別総品種原価類 ｜｜ 単位原価

灯 油 27円 3 200 

重 油 18円 2 500 

ナフサ 9円 1 400 

（合 計〉｜ 1,100 

灯油 10.00即恭品＝刊0円．笥許＝臼
重 油 10.000円×与旦立＝5,000円．．．．．．主盟旦＝10円

000 500 

ナプサ 1問。円×ポヤ2,000円 認手＝5日

〈注〉 佐藤孝一『原価計算』の｝部を手直して作成した。

600 3,000円 15円

1,000 5,000円 10円

400 2,000円 5円

2,000 山 000円 l

5 

ります。それから，その右に正常市価， リッター当たりの正常市価， 27円， 18円， 9円となっ

ております。かわりやすくするために， 9の倍数を設定しております。ですから，その正常市

価の右側の等価係数の欄は， 3' 2' 1というウェイトとして表現することができるわけであ

ります。

等価係数の次に，右側に生産数量があります。やはり，連産品の種類ごとにどれだけ生産さ

れているか，生産量によヮても当然コストを変えていかなければなりません。したがって，こ

こで生産数量を考慮、して，かりに灯油 200リッター，重油 500リッター，ナフサ 400リッター

と仮定いたしますと，これを左の等価係数3'2' 1にそれぞれ掛けまして，そして生産数量の

右側に等価比率という欄があります。それぞれ600, 1,000, 400としづふうに計上いたします。

そうしますと合計は2,000，ささほどの生産数量欄の合計は 1,100，等価比率の合計欄は 2,000

となります。

そこで次に，表外の三つの算式をみていただきますと，まず，灯油l万円とあります。この

1万円とし寸数字は，どこからきたのかと言いますと，この表とは関係なくて，別途に，伝票

や，あるいは磁気テープなどの数字を集計してきた，つまり費目別原価計算によって算出され

た仮定の数字，これが1万円であります。ですから，これが総原価ないし結合原価であります。

これを各連産品に配分していくにはどうしたらよいのかというのが，次の問題であります。ま

ず灯油についていいますと，総原価であるこの 1万円に掛けることの 2,000分の600, 2,000と

いうのは等価比率の欄の合計数字であります。そして，灯油の場合の等価比率は 600でありま

すので，それを分子にもってきます。そうしますと， 2,000分の600を1万円に掛けるならば3

千円とでてまいります。この3千円は，この別表の製品種類別総原価の一番上の灯油の欄に，

3千円と記入いたします。同じような計算を重油，ナフサについてそれぞれ実施して，各々 5

千円， 2千円とでますので，それらを製品種類別総原価の欄に 5千円， 2千円と記入いたしま

す。そうすると，とうぜん合計は1万円になります。

そこで次に，との別表のー番右側の欄の数字，つまり単位当りの原価， リッター当りのコス
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トを算出するにどうするかといいますと。それが表外の算式の右側の割算であります。すなわ

ち，灯油については 200リッターとLづ生産数量を設けておりますので，これでもって3千円

を割る，そうすればリッタァ当り15円とLづ単位当りの原価がでてまいります。これを単位原

価の一番上の欄に記載いたします。同じように璽油について，それからナブサについても実施

し，その結果10円， 5円を単位原怖の欄に記載いたします。

これで連産品の原価計算は等価係数をつかってどのように実施されるかということは基本的

に理解できたろうとおもいます。

したがって，話をさらにすすめますが，いま説明しましたような計算方法を現実についてみ

ますと，一定の問題をふくんでおります。この問題を考えたいとおもうわけでありますが，ま

ず，実際，連産品を生産する石油会社ではどうし、う等価係数を採用しているかということを確

認しますと，三菱石油では，販売価格を等価係数として採用している。それから日石精製。日

石精製のほかに日石としづ会社があります。日本石油株式会社というのがありますが，これは

同一資本系列でありますけれども，法人格は別であります。つまり，販売部門は日石，日本石

油株式会社が担当し，生産部門は白石精製が担当しております。日石精製のほうは，前月末の

売価，これを等価係数として採用しております。それから，石油化学のひとつの代表例として，

住友化学についてみますと，この会社は市価を採用しているというふうに答えております。

つまり，いずれにせよ，すべて売価ないし市価であります。言い換えればわが国の原価計算

基準でいうところの正常市価を等価係数として採用しているというのが事実であります。

そこで問題は，この等価係数としての正常市価は，各連産品のあいだで格差がついていると

いうこと，差別されてし、る，均一で、はないということであります。そのことを理解するために

第 3図をみていただきます。

これは，後でもふれますが， 1973年（昭和48年〕から翌日年（昭和49年〉にかけての，オイ

ル・パニック当時の各種石泊連産品の月別の価格推移を示したものであります。大変急勾配で

上昇しております。それはまた別として，まず各連産品のうち，上の方からみますと，ガソリ

ン，灯油，軽油， A重油があります。これらが，ク令ループとしては上のグループ。それから下

のク’ループとしてはB重油， C重油，ナフサがあります。原油価格は，これはまた，別ですが。

上のク勺レープは，これは実は，一般消費者，中小企業者，それから農油、民。農民とL、うのは

ハウス経嘗をやっている農民ですね。それから漁民というのは，漁船の燃料として使う， A重

油なんかを使っているわけであります。このように上のグループは，一般大衆消費者，中小企

業者，それから農漁民などが使うところの石油の連産品であります。これらは，グラフでみる

とおり，あきらかに相対的に割高となっております。つまり差別的な格差のついた等価係数が

つけられているからであります。

それにたいして，下のほうのグループ， B重油， C重油，ナフサ，これらは独占大企業が石

油会社から購入する商品であります。特にきわだっているのはC重油でありますが，これは電
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第 3図原油および石油製品卸売価格の推移
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出所： r石油文化』 1974年4月号， 34ベージより作成。

7 

力会社などが燃料として使用するものです。これが一番安い。このグラフでは，原油価格より

も高くなっておりますが，現実をみますと，ときどき原油価格よりも安くなっているんです。

そういう馬鹿げた等価係数，したがってまた価格のつけ方をやっているわけであります。原料

費よりも安い販売価格をつけるという，言語道断の行為 cc重油の「赤字」を他の連産品の割

高販売価格で補填〉をやっているわけであります。以上総じていいますと，等価係数というの

は，非理論的・便宜的存在であり，さらに怒意的であり差別的存在であります。

前述のように，いわば文句の言いにい、社会的弱者については相対的に高い等価係数， した

がって高い原価，高い価格を押し付けて，逆に，力の強いお客さんには，場合によっては，原

材料費よりも安い値段で売却している，こうしづ行為がみられる。これが，私のいうところの

大きな現実的問題点だということであります。

なお，この問題に関連して，第4ー 1図，第4-2図と，二つの似たような図を掲示してお
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第4-1図家庭用エネルギー種別・地域別消費（1965年〉

会

東

・同・

。 5,000 10,000 20,000 

(Meal／世帯・年）

（注〕 「家計調査」（総理府統計局〉の光熱費支出細目を用いてL ネルギ一種別の単価（円／Meal)

。調査結果より家庭用エネノレギー消費原単位（Meal／世帯・年〕を算出。

出所：；社会経済国民会議『地域社会エネノレギー』 pp.130～131.直接的には， 佐々木憲昭著『暮らしのなかのエネ

ノレギー危機J，新日本出版， PP.26～27より引用。

りますが，簡単にみてまいります。

まず第4 1図。家庭用エネルギーの種別・地域別消費。これは，第4 2図と似かよって

おりますが，調査の年度が違います。一方は 1965年（昭和40年〉，他のほうは 1977年〔つまり

昭和52年九 12年間のあいだにどう＇＼ j変化があったかということを，これらの函をみながら

同時に考えてみたいとおもいますが，まず第4-1図。上のほうがちょっと縮小印刷のために

みにくいので，口頭で申し上げます。

まず一番上の全国の欄の左側からL、きますと，電気。電気は比率として14.8%，その右は都

市ガスが18.3%。その次，みにく L、んですが，灯油が11.5%であります。その次もみにく L、で

すが， LPG 0夜化天然ガス〉。これが7.6%，それから次が，石炭。これが29.6%。この，全

国についてみた場合のエネルギーの割合は，石炭が，ここで、は最高比率を示しております。こ

れを北海道をはじめ九州にいたる各地域別にみますと，また一定の違いが現れてまいります。

たとえば，北海道をみますと，右炭が86.3%。全国平均よりも圧倒的に高い比率を示しており

ます。

すなわち，この当時は，北海道，東北では主たる家庭用エネルギーは石炭に依存していたと

いうことが明らかであります。いわば灯油は，まだまだ閥っこのほうにおかれていた。これを
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第 4-2図家庭用エネルギー種別・地域別消費 (1977年〉

電気 都市カス 灯油 LPG石炭その他（%）

全国 7 ,527(N四 I/世帯・年）

関東

東

四国

。 5,000 10,000 15,000 

(Mcal/i立帯・年）

出所：；第4ー l図と同じ。

12年後の第4-2図でみます。そうすると全国では，灯油が30.2勿というふうにかなり伸びて

きております。ところが北海道，東北についてみますと，これは，灯油が石炭を圧倒してしま

っております。北海道の灯油は 67.1%，石炭は 9.4%というふうにちぢこまってしまっており

ます。東北についても同様，灯油が50%までひろがって，石炭は，この表ではみにくいですが，

実は 0.1%に圧縮されてしまったわけであります。

前の時間に，私，わが国の経済のエネノレギー資源について，一定の時期から従来の炭主油従

の構造が，油主炭従に変動したというふうにいいました。つまり，わが国経済のエネルギー源

はかつては石炭であった。そして石油はごく僅かで、あった。ところが一定の時期から，アメリ

カ石油資本の圧力に日本政府が屈したためですが，石油が主たるエネルギー掘に，そして石炭

はずみっとに追いこまれた。

いわば，三井三池の大闘争いらL、，石炭，山，そして炭鉱労働者はどんどんつぶされていっ

た。石油が乗り込んできたわけであります。こういうふうに，油主炭従のエネJレギーの構造に

なったということは，この第4-1図3 それから第4-2図，これらを比較しでも非常にはっ

きり表れているわけであります。そして結論は，北海道・東北・北関東の家庭では，灯油はお

米・パン同様に，生活必需品となっているということです。この点は後述のオイル・パニック

と関係してきます。

さて，話をもとにもどします。さきほどの第3図をみてください。この第3図をみますと，
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1973年の 1月と 2月，それから 8月と10月，さらに12耳の月数に丸枠がつけてあります。これ

は何かといいますと，実はオイル・パニッグのときに，石油会社がヤミカルテルを決定した月

であります。プライス・リーダーの白石の会議室や石油連盟の会議室にこっそり集まって，こ

の油種についてはこれだけ上げようとし、うふうに，相談して決めた月であります。ヤミカルテ

Jレの裁判記録にもとづいて敷田がつけた丸印です。

ですから，これらの月からやや遅れた段階で，各連産品は急激に上昇しております。なぜち

ょっと遅れて上昇したかといいますと，こヮそりカルテル価格を決めても，それがガソリン・

スタンドなど末端のマーケットまで浸透していくためには，一定の時間がかかる，そういうこ

とでずれてアップしているということであります。要するに，丸印の月はカルテJレ決定の月で

あります。ですから，これからやや遅れて石油各連産品は急上昇しているということ，言い換
（註1)

えれば，連産品の価格は正常市価とはいいながら，実際は独占価格ないしヤミカJレテル価格で

あるということは明々白々であります。

さて，連産品の原価計算について，いくつかの；社会的な，重要な問題点を指摘してきたわけ

l ですが，それでは，こう L寸問題に対して，消費者はその当時いらいどれ、うふうな抵抗をや

ってきたかということを紹介したいとおもいます。

昭和48年10丹からのオイル・パニックの時期に，通常，全消連といっているんですが，正確

には全国消費者団体連絡会，これは全国の各種の消費者団体の連合体であります。たとえば，

日本生活協同組合連合会，それから主婦連，地婦連とかその他さまざまな消費者団体の連合体

であります。こう Lづ全国消費者団体連絡会，縮めて全消連，この組織が48年10月いらい，非

常iニ5齢、抗議活動を実施しております。たとえば，通産省やエネルギー庁，それから石油各社，

大手12社ありますが，この12社に，あるいは国会を通じてさまざまな抗議活動を実施したわけ

であります。その結果，どれ、うことがあらわれたかといいますと，昭和49年の3万に政府な

らびに通産省は石油連産品の「指導J上の新価格体系を発表いたしました。ささほど各石油連

産品には格差がついているといいましたが，そう L寸格差がつけられている価格体系，これを

わずかながらとりやめて発表したわけであります。このオイル・パニック当時の新価格体系を

みますと，消費者が主として必要とする連産品の等価係数をすえおいているということであり

ます。その後，何回も新価格体系が発表されているわけですが，そこでも，灯油の等価係数は

抑制傾向をもっております。言い換えれば，消費者運動ないしは消費者の抵抗によって，政府

・業界も一定の後退を余儀なくされたとみてよかろうかとおもし、ます。

なお，消費者の抵抗は，これに留まったわけではありません。なぜかというと，消主J者l土オ

イル・パニッグのとき，灯油がなくて，価格は急上昇，そうしますと，病人や老人，赤ちゃん

たち，これは大変な問題でありました。特に，北海道，東北それから北関東の消費者は大恐慌

をきたしたわけであります。

貰冬，厳冬のなかで，寝床から抜けだすことができたい，そういうととで，怒り心頭に発し



連産品の原価計算における諸問題 11 

たわけですが，この怒りの感情は，いわゆる「灯油裁判」という理性の集団訴訟活動に移った

わけであります。

集団といいますと，アメリカなどのクラス・アクションをおもいだすわけです。アメリカで

も集団闘争，集団訴訟はおこなわれておりますが，わが国の場合は内外の歴史上かつてない大

規模なクラス・アクションであったわけです。

千六百数十人の消費者が原告集団としてこの裁判にとりかかったわけであります。その裁判

の中身はいちいち細かく説明しませんが，非常に際立つた成果のーっとして，従来，石油会社

が，消費者に対していっさいみせなかった原価をついに相当量，はきだしたということであり

ます。この裁判は約15年聞かかりました。私も15年間，お付き合いしたわけですが，さいごに

東京高等裁判所で裁判長は，石油会社から押収した書類を閲覧してよろしL、というふうにわれ

われ消費者にいったわけであります。いわば，消費者が裁判を通じて訴えてきた原価公開の論

理が，裁判長の心を動かしたわけであります。そしてすべて閲覧することができました。その
（註2)

量はおびただしいもので，ダンボール箱にしまして数十個ありました。これら，所外に持ちだ

すわけにいきませんので全部写真にとってまいりました。これは，企業がその原価を，はじめ

て全面的にみせたとL寸意味で，わが国の資本主義史上はじめてのリマーカブルな現実で、あり

ます。おそらくこの成果は，日本資本主義分析（とりわけ現代独占価格分析〕をやられる経済

学者にとっても有効な材料になるでしょう。また資本主義体制内での原価公聞は不可能という

「進歩的」論者もいますが，そうでないことを実証しました。

さて，さいごにこのいろいろな問題をふくんだ連産品原価計算について，私はどういうふう

に考えるかということであります。そこで私は，等価係数の改善についての私見をこつのべて

おきたいとおもいます。まずこの係数には無理論的な格差がついているわけですから，形式的’

公平の原則からして，最少限全連産品の等価係数を均ーの水準にすべきであるということ，ぃ。

わぱ差別的な独占価格を係数として利用することの拒否。これが私の一つの意見であります。

格差をつけるべきではないということ，これです。そのうえで，さらに，生活保護の世帯や，

老人など福祉を必要とする世帯については，社会政策的な配慮から，たとえば灯油については

等価係数にかかわりなく最低価格を設定すべきであるというのが私のもう一つの考え方であり｝

ます。

これづ発想、は原価をいやに水増しする，私は平成3年4月からのこの講義の官頭いらし、，

何回も原価の水増しのことを，原価の肥大化とよんできたわけです。この原価の肥大化のチェ

ッグは，消費者物価を抑制することに通じる，そのように繰返し主張してきました。その点でp

私，この講義の最初の「第一部」で、は， 「序論」として，原価計算論研究の社会的意義を話し

たわけですけれども，このように，消費者物価抑制に原価計算論がつながるとLづ意味でも第

一部の序論における研究上の方法論は本日の連産品原価計算論においても明らかに貫徹されて

L、ると，こういうふうに考えております。
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そこで，まだ時間が少々ありますので，郵政事業の原価計算について，若干ふれたいとおも

います。なぜふれるのかといいますと，簡易保険や為替，郵便貯金などを除く郵便物（ハガキ，

封書，小包など〕の料金決定のための原価計算上，等価係数を採用して，いわゆる連産品原価

計算含郵政省でも用いているからであります。そして，この等価係数を一つ一つみますと，い

くつかの問題をふくんでおります。それから，この問題ある等価係数を適用した郵便物の原価

の実数が公開されておりません。こういうふうに係数に問題があるということ。それから問題

のある係数を2費用した郵便物の原価が非公開で料金決定ぎれていると＂、うこと。郵便物という

のJ土きわめてパブリックな存在でありますから，当然，公開していいわけであります。原価を

企業秘密として漏らさないとh、うのは，私企業においては， 「競争を阻害」するからだとし、う

わけですが，かりにそうだとしても郵政省は独占体であります。一社しかない，つまり， 「秘

密」にする理由はなんにもないわけであります。ですから，あくまで「秘密」にするというこ

とは，これは何か一般消費者にみせるとまずい内容があるのではないかというふうに勘繰らざ

るをえないわけです。とにかし非公開であるということです。これは理論的にも社会常識的

〈公共料金決定論的〉にも認めるわけにはまいりません。

そこでおもしろいことがあるのですが， 「黒ねこヤマトの宅急、便」や「クール宅急便」とい

うテレビのCMで有名なヤマト運輸とL、う運輸会社がありますが9 この会長さんならびに社長

さんは，郵政省じかみついているわけであります。どういうふう ιかみつかれているかという

と，郵政省は，現行41円でハガキを売却しているが，もし黒ねこヤマトにまかせてもらえるな

らば，わが社はノ、ガキ 1枚 I円で集配できますと，こういうふうに豪語しておられます。それ

からさらに，年賀ハガキについて，郵政省は原価を公開すべきであると， 41円の値を付けてい

るハガキについても，当然原価を公開すべきだけれども，さらに年賀ハガキl土同じように41円

にする必要はないと。なぜならば年賀ハガキは消印を押す手聞は全くないわけであります。そ

れから，地域別に分類するのはすべてを郵便局がやるのではなくて，消費者自ら分類して束ね

て郵便局にもっていくわけであります。つまり，一般のハガキと相当に違って労務費は安いは

ずである。だから部便局の原価を公開しなさいと，こういうふうにいっておられるわけであり

ます。それはそれなりに私，面白いとおもったわけであります。ところが他方で，ヤマト運輸

の社長さんは，わが社ならばハガキ 1枚1円で集配できるとおっしゃるわけです。ですから，

赤字にならない，黒字になる，言い換えればハガキ 1枚の集配コスト i土1円以下であるはずで

あります。ですから 1円以下のコストとその計算手順をヤマト運輸の社長さんは公開すべきで
（註3)

あろうとおもって，私はこの郵政事業の原価計算について書いた論文の抜き刷りを送ったんで

すが，全然返事がかえってまいりません。いずれにせよこのヤマト運輸さんは郵政省に原価公

開を要求されたのならば，自ら， l円でも儲かるとしづ場合のハガキ 1枚の集配コストを同時

に公開すべきであろうとおもって，そう Lづ趣旨をしたためた私の論文を送ヮたわけでですが，

全然返事がかえってまいりません。大変矛居しているわけで，郵政省を裸一貫で土俵にあげて
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おいてヤマト運輸さんは背広を着たまま土俵にあがろうというわけであります。ですからどだ

い，この喧嘩は相撲にならないわけであります。だから共にマワシを使って相撲をちゃんとや

ってくださいというふうに意見を添えて抜き刷りを送ったのですが，全黙返事がこなL、。常識

社会ではもらえる形式的礼状すらこない。ょっぽどおこまりになったんだろうとおもいます。

そこでもう一つ，この連産品について重要なことを追加させて頂きます。私はこの講義でい

くつかの連産品の例を取り上げたわけですが，これら連産品をわが国の産業連関表，その他の

統計を使って計算しますと，わが国のGN Pの約20%を連産品で占めております。ですからこ

の連産品の原価計算を，独占価格利用を排除するなどして，民主的なやり方に変えれば，消費

者用商品の係数は下がり，従って消費者物価は驚くべき低さに低下するとL、うことは，間違い

のないことであります。と同時に，私の原価計算論は，前にもいいましたように，物価論でも

あるということがことでも証明きれるのではないかというふうに考えます。

最後に，ささほど司会の大橋先生から紹介がありましたように，私，この (1992年） 3月末

百をもって， 65歳で定年退職いたします。今日が最後の時間でありますが，私，実は昭和19

(1944）年，つまり太平洋戦争の末期に立教に入学いたし空した。従って， 19年かちの立教の

学生としての生活期間を含め，その後の教員としての生活，全部を通算しますと約48年間であ

ります。私は現在日歳ですから，私の人生の圧倒的大部分を立教で過ごしたことになるわけで

あります。私はなにもながいととを自慢しようとしてこの数字をあげたわけではたいのであり

ます。

なぜあげたかといいますと，私がこのようにながL、問，学生，教育者，研究者として過ごす

ことができたのは，その聞に先輩，同僚，後輩の先生方，ぞれから多数の職員の方の非常に厚

いご支援があったからだということであります。

今日はこの席に，多数の経済学部の先生がおみえになっておられますが，たとえばその先生

のうち，さきほど発言された大橋先生，それから和服を着てその隣りにいらっしゃる高橋先生

このおニ人についてだけいいますならば私は実は12年前に経済学部室長で電話中に脳出血で倒

れたわけであります。そして救急車で病院に運びこまれ約二週間生死の聞をさまよったそうで

すが，その時はもちろんのこと，その後の 7年前に，前の方に着席の人は私の額に深くておお

きな傷跡があるのをみられるかとおもいますが，これは頚動脈癌といいまして頭の中の動脈に

風船玉のような膨らみができて，その開頭・根治手術を受けた跡であります。この風船玉のよ

うな血管の膨らみ，これをほっておきますと，破裂しまして， くも膜下出血を起こし， 98%は

死亡するだろうと宣告されました。私，私r：：＿けでなく，頑蓋骨を鋸で切るのは皆いぞだろうと

おもうのですが，このときは実に涜ウツな気持となりました。だが， 98%でおまえ死ぬぞとい

われ恐怖心を理性でおさえ手術台にあがったのです。それでこういうものすごい頭になったわ

けで，そのときも同じように，高橋先生，大橋先生，その他の諸先生，連日のように病院に見

昇っていただき，そして私の入院中の講義の代わりの担当者をいろいろ考慮、していただいたり，
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あるいは留守家族の生活の問題についてもたくさんの配慮をいただきました。このように，苦手

二人だけの話しかしませんでしたが，この四十数年間に，多数の先生方，職員の方から非常に

厚い援助と激励を受けてまいりました。また私の病身をいつも気づかっていただきました。そ

のことによって，今日の定年号迎えることができたわけであります。ですから，ことに私は感

謝の意がどれほどに深L、かを表明したいとおもってさきほどの48年間とし、う数字を引き合いに

だしたわけであります。

なお，ここで私は教職員の方たちに対する感謝だけでなく，ここに着席のあなた方学生諸君

にたいしても謝意を表したいとおもいます。人間というのは，普段，頭のなかで考えていると

き，これで自分は充分にわかったとおもってもいざ人様の前でしゃべってみますと，いかに自

分の考えが浅かったか，あるいは歪んでいたか，間違っていたかということが実証されます。

すなわち，私はこの教壇にたつことによって，毎週一回きたえられてきたわけであります。そ

の意味で私はあなた方学生諸君にも深い感謝の意を表したいとおもいます。あたな方をふくむ

過去の学生諸君にも同様でありますが，その数はおそらく，万単位の学生諸君，概算では数万

人ではないかとおもいますが，その延べ数，数万人の諸君にもi和、感謝の意を表して今日かぎ

り立教を去りたいとおもいます。ありがとう。さようなら。

（註1)

このヤミカルテルについては，被告たち〔各石油会社の幹部〕の裁判所における証言や検察庁での

供述調書にもとづいて，なまなましい突態を，整理し，別の論文（拙稿「独占価格の分析」，大橋英

五・敷四種二共編著『企業再構築と経営分析』， さネルヴァ書房， 1990年所収〕で明らかとしておい

た。

（註2)

これらおびただしい量の「秘密」の原価の主要な若干のものは， 〔註1〕で示した拙稿のなかで掲

示しておいた。

（註3)

拙稿「邦政事業の原価計算」（上〉・（下〕， UrL教経済学研究~. 42を3号および4号。




